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第１０章 土 質 調 査

土質調査の設計に当たっては，下記によるものとし詳細については「道路土工－土質調査指針 （ 日本道路」 S61.11.

協会 「道路土工要綱 （ 日本道路協会）により設計するものとする。）， 」 H.2.8

１０－１ 調 査

１．調査の基本的な考え方

土質調査を進めるに当たっては，土工事の内容を十分理解し，総合的な見地から均衡のとれた土質調査を行い，そ

の活用をはかっていくことが大切である。

なお，活用するに当たって，技術者の基礎となる事項を列挙すると，次に示すような事項があげられる。

１）土構造物の調査，設計に当たって，構成土質の力学的性質のみに着目した調査，試験，安定解析とともに，

地形，地質的な観点からの巨視的な評価が重要である。

２）軟弱地盤の土工において顕著にみられるように，初期投資額と将来の維持管理費とを考慮に入れて，道路の

性格や工事の規模に応じた妥当な土工計画をたてるようにしなければならない。

３）近年，工事の大型化や迅速化が進む一方，環境保全，防災対策，安全施工などについて従来にまして新たな

対応が求められることが多くなっているので，既往の資料などをもとにして，それに対処するための検討を十

分に行っておくことが望ましい。

４）土工においては，水に対する配慮が最も大切である。特に，排水や地下水の変動などについての注意が必要

である。

５）土工においては，水の処理，適切な締め固めといった日常の作業の蓄積が，工事の質の良否を左右する。ま

， ， 。た 工事中は絶えず現場の状況を観察し 問題点に対しては的確な判断と機敏な措置を下すことが大切である

６）土工においては工事中に調査段階で予測できなかった状況に遭遇することが多い。したがって，土工の調査

・設計段階に知り得た土質に関する情報は完全なものと思うべきではなく，施工中に変化が確認された場合に

は設計時の条件を再検討しつつ，完成をめざすものと考えるべきである。

７）崩壊などの異常事態を想定した場合，その被害を局部的に限定しうるような設計上の配慮と施工上の対策を

検討しておくことも必要である。

２．土質・地質調査

１）道路建設の流れと土質・地質調査との関連

道路建設の流れに対応する土質調査とその性格を図示すると図１０－１のとおりとなる。
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図１０－１ 道路建設の流れと土質・地質調査との関連

（ 道路土工要綱 ）H2.8 P.27

２）調査の手法

① 予備調査

予備調査は，主として既存資料の収集整理，空中写真の判読，現地踏査によって土質地質，地下水等につ

いての情報のとりまとめを行う。

ただし，路線計画，道路の構造，工費などに著しい影響を与える可能性のある地域，たとえば，崩壊多発

， ， ， ， ， ，地域 地すべりのおそれのある地域 軟弱地盤 大規模な切土の予想される箇所 橋梁予定地点 トンネル

切土等による著しい地下水の枯渇のおそれなどのある箇所については，物理探査，サウンディング，ボーリ

ングなどをできる限り実施するのが望ましい。

ｉ）資料収集

予備調査では，現地での作業ができないことが多いので，既存の関連資料などの収集をする。
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収集し検討すべき資料には，次の事項がある。

イ）地質，土質調査資料

ロ）地形図と空中写真

ハ）周辺の他工事の土質・地質調査報告書及び工事記録

ニ）気象記録

ホ）災害記録

）現地踏査ii

現地踏査は，収集した資料の整理の結果を確認するとともに，道路建設上問題となる箇所の発見およびそ

の問題の大きさを把握し，次段階の調査を立案するために行うものであり，主として，崖，土取場跡地，既

設のり面等は十分観察し，必要に応じて試料を採取し土質調査を行う。

② 本 調 査

本調査は，詳細設計に先立って必ず行う調査で，路線全体の土質・地質状態を総括的に調査するとともに，

道路建設上問題となる箇所の土質・地質条件を明らかにすることを目的とし，路線全体にわたって実施する。

調査地点の選定にあたっては，道路構造，地形などを考慮して特に検討を要する区間に重点を置いた調査を

計画するのが望ましいが，まず，適切な間隔でサウンディング，ボーリング，サンプリング及び土質・岩石試

験を行い，土質・地質状況を総括的に把握する。

さらに，道路詳細設計を進める途中で道路構造の変更，地形の複雑な箇所，大規模な構造となる箇所，特殊

な構造となる箇所等については，さらに重点的な調査を実施する。 ｉ）調査内容

本調査は，一般的にボーリングによる調査が主体となる。

ボーリングの深度

通常は，支持地盤が厚さ５ｍにわたって確認されるまでを原則とする。

切土部では，路面下２ｍ程度。

地すべりのおそれのある箇所では，想定すべり面下５ｍ。

橋梁以外の構造物基礎としてはＮ値１５以上。

橋梁の基礎地盤では支持層となり得る厚さを確認できるまでとする。なお，良質な支持層とは，砂質

土でＮ値３０以上，粘性土でＮ値２０以上で厚さ５ｍ以上とする （橋梁マニュアル ）。 P.1-35

Ｎ値４以下の粘土質の地盤は一応軟弱地盤と考えて調査する。

Ｎ値が１０～１５以下の砂地盤は地震時の液状化についても調査する必要がある。

トンネルの坑口部では，水平ボーリング及び弾性波探査も実施する必要がある。

）土工に関する調査ii

土工の設計・施工に関しての調査のうち，主なものを調査目的別に調査方法をまとめたものを表１０－

１に示す。

なお，表１０－１には，野外調査と室内試験に分けて記入してある。
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表１０－１ 土工の設計・施工に必要な土質調査
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）擁壁・カルバートなどの調査iii

構造物設置箇所の地層構成，土質，地下水の状態を把握し，構造物の基礎型式などを定めるのに必要な

資料を得るために，構造物の種類に応じて行う標準的な土質調査項目を表１０－２に示す。

なお，構造物が大規模である場合，特殊な構造のものである場合，あるいは地盤が特に軟弱である場合

については，下記試験以外に適宜追加する （土工要綱 参）。 P.61

表１０－２ 設計定数決定のための調査

（ 道路土工－土質調査指針 ～ ）S61.11 P.64 65

３．原位置試験

原位置試験とは，土がもともとの位置にある自然の状態のままで実施する試験の総称で，比較的簡易に土質を判定

した場合や，土質試験を行うため乱さない試料の採取が困難なときに実施する試験であり，用途としては，設計のた

めの試料を得ることと，施工時における品質管理の手段に利用される土工の調査で，主に用いられる原位置試験を表

１０－３に示す。
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表１０－３ 土工の調査に用いられる主な原位置試験

１）弾性波探査

① 性 格

弾性波探査は，地盤の中を伝わる地震波の速度から，その性状を推定する方法であり，測線上に受振計（ピ

ックアップ）を配置し，ダイナマイトの爆発による振動が，各受振計に到達する走時（時間）を観測して，得

られた記録から地下の状態を解析するものである。

観測する波によって，次のように区分される。

反射法（観測する波が，反射波）

弾性波探査

屈折法（観測する波が，屈折波）

上記区分の内，土木関連の調査で問題となる比較的浅い部分の地質状況を解明するための方法としては，一

般に屈折法が採用されている。通常の道路土工計画のための調査では，地表下５０ｍ程度までの調査に適用さ

れる。
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② 適用の対象

調査法の特性から，主に次の事項に適用される。

道路調査……トンネル部分に対して最も多く適用

適用の対象

土工計画……切土部分の施工性を検討する基礎資料を得るために実施

土砂，軟岩，硬岩の成層状態の解明

切土のり面の安定検討

盛土材料として利用される場合の適否の判定

③ 探査方法

探査を始める前に測線計画の設定が重要であり，その要素として，次の事項が考えられる。これを，調査

目的と調査地の条件（地形，地質，作業環境等）に合わせて，適宜調整することにより合理的な測線計画が

得られる。

測線の取り方

測 線 長

測点計画要素 受振点間隔

発振点位置

最大受振距離

ｉ）測線の取り方

道路土工関連の調査においては，次のように測線を設定することを標準とする。

なお，計画線内にあらかじめ断層破砕帯および地すべり地を含む場合は，それぞれの状態に応じた測

線を設定するものとする。

主 測 線－－－計画路線に設定

測 線

副 測 線－－－主測線と直角に交差する方向に設定

（主測線断面の速度層構成をチェックするため）

切土箇所に対する測線配置の一例を示せば，図１０－２のとおりである。

図１０－２ 測線の配置図（例）

（ 道路土工－土質調査指針 参）S61.11 P.131
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）測 線 長ii

測線の長さは 調査を必要とする範囲の両端外側に延長し 必要探査深度の６～７倍が必要である ま， ， 。（

たは，調査区間の両端における探査深度の３～３．５倍程度を延長する ）。

）受振点間隔iii

受振点間隔は，原則として５ｍあるいは１０ｍとする。

１０ｍ間隔……基盤岩の概略の速度分布を知ることによって，一応の目的が達せられる区間，

たとえば，トンネルの中央部における土かぶりの厚い部分に限られる。

５ｍ間隔……表層部の速度層構成を詳細に知ることが要求される道路土工のための調査

）発振点位置iv

発振点（発破点）は，一般に５０～７０ｍ程度の間隔で設けられる。道路土工に関する調査のように表

層部の状態を詳細に知りたい場合には，これを２０～４０ｍの比較的密な間隔に設けることが望ましい。

④ 問 題 点

弾性波探査によって明らかになるのは，地盤の中における地震波の伝播速度という一つの物理量であるこ

とから，岩質はかたいが，きれつが発達している岩盤と，比較的軟質であるが塊状である岩盤とは工学的性

質は明らかに異なるが，ほぼ等しい弾性波速度が観測されることがあるので，速度層断面と実際の岩盤状態

との対応をチェックする意味で何点かのボーリングを併用すれば調査精度を一層高めることができる。

２）標準貫入試験

① 性 格

サウンディングの中で最もよく使用されている方法であり，他のサウンディングと異なり，乱した資料の

採取が行われる特徴がある。

② 留 意 点

， ， ，現在 我国で土のテストボーリングといえば 標準貫入試験を伴なうものが考えられるのが普通であるが

その適用に当っては，次の事項に留意する必要がある。

ｉ）使用深さ

使用深さは，ボーリングの深さに応じて任意であるが，２０ｍ前後以上の深さになると，種々の影響が

あるのでＮ値を「道路橋示方書（ ）下部構造編」により補正評価しなければならない。IV

）間 隔ii

試験の深さ方向の間隔は，最低５０ から任意に得られるが，適切な間隔を計画する必要がある。cm

③ 結果の利用

測定Ｎ値から，表１０－４，図１０－３，図１０－４に示すような土の性質等を推定および判別すること

ができる。

表１０－４ Ｎ値と砂と相対密度および年度のコンシステンシー

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.152
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図１０－３ Ｎと年度のコンシステンシー，一軸 図１０－４ Ｎ値と砂の内部摩擦角¢及び

圧縮強さ及び許容支持力との関係 支持力係数との関係

（ ） （ ）Terxaghi,Peck Peck,Hanson,Thornburn

（ 道路土工－土質調査指針 ･ ）S61.11 P.152 153

④ サウンディング

サウンディングとは，パイプまたはロッドの先端につけた抵抗体を地中に挿入し，これを貫入，回転，引

抜きなどの力を加えた際の土の抵抗から，土層の分布とその強さの相対値を判別する手段である。

なお，サウンディングの種類の選択の目安を，表１０－５に示す。
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表１０－５ 地盤の状態とそれに適したサウンディング
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（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.145

４．土質試験

土質試験は，大別して土の判別分類のための試験と土の力学的特性を求める試験に区分することができる。また試

験法は，ほとんどのものがＪＩＳ，その他で規格化されている。

１）判別分類のための試験

土の判別分類のための試験の主な目的は，土の固有的性質を求め，これを用いて土を大きく判別分類して，

土の持っている概略の性状を把握することであり，その試験項目を表に示す。
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表１０－６ 土の判別分類のための試験

２）力学的特性を求める試験

， ， 。土の力学的特性試験は 設計に直接必要な土の定数を求めるためのものであり その試験項目を表１０－７に示す

表１０－７ 土の力学的性質を求める試験
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５．ボーリング

１）概 説

土質調査は，試料の採取，観察，土質試験または原位置試験を行って地盤の工学的特性に関する指標を得る

重要な手段である。

土質調査におけるボーリングは，次の目的で行われる。

① ボーリングの操作によって試料を採取する（コアボーリング）……主に岩のボーリング

② サンブラーによる試料採取や原位置試験を行うための孔をつくる……主に土のボーリング

２）適 用

① ボーリング試験とその特徴

道路の土質調査に多く用いられているボーリング方法の特徴をまとめると，表１０－８となる。

表１０－８ 代表的なボーリング方法の特徴

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.168

② ボーリングの目的，対象土質とボーリング機械，方法の選択

ボーリングの目的や内容，対象となる土質などに対して，適した機械や器具，方法などは，表１０－９を標

準とする。
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表１０－９ 目的・内容・対象土質に対するボーリング機械と方法

（ 道路土工－土質調査指針 ･ ）S61.11 P.174 175

３）留意事項

現地踏査や物理探査などによって地質状態の概略を把握してから，さらに精度をあげるためにボーリング調

査を実施すべきである。

したがって，その実施地点は弾性波探査の測線の交点，断層破砕帯や軟弱層などの存在が推定される位置，

掘削量の多い地点などを選定する。

① 岩のボーリング

ｉ）岩のボーリングは，掘削状況の解析と採取したコアの観察によって，地下の地質状態を判別するもので

あるから，ボーリング位置の決定には特に留意すること。
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）ボーリング孔径は，調査の目的によって選定すること （原位置試験を実施する場合は，試験器のサイii 。

ズによって決定される ）。

② 土のボーリング

ｉ）土におけるボーリングは，サンブラーによる試料採取や原位置試験を所要の深さで行うために計画され

るのが一般的であるため，この種のボーリングにおける留意事項を，表１０－１０に示す。

表１０－１０ サンプリングおよび原位置とボーリング孔径

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.182

４）調査成果品の整理

調査成果品のボーリング柱状図，調査記録写真，コアー保管等の整理報告については 「地質調査資料整理，

要領（案 （日本建設情報総合センター）等によりまとめることとする。）」

１０－２ 土 質 分 類

土質分類

土質分類とは，現場における土の観察と判別結果や比較的簡単な土質試験によって調べた結果を，一定方式に従っ

て同類の上に分類することができる。

この分類結果は，土の盛土材料としての良否，施工機種の選定，基礎地盤としての適正などの概略の判定に利用さ

れる。

１）土の分類法

土の分類は，日本統一分類法によって行うことを原則とする。

日本統一分類法は，土の比重，粒度，塑生限界，液生限界の試験等の結果を用いて分類する方法である。図

１０－５にその分類基準と分類名および分類記号を示す。

( )は大分類，( )はそれ以下の分類である。分類表( )の最左欄すなわち分類記号が太字（ゴシック体）で表a b b
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される分類を大分類といい，左から２番目の欄で分類記号が｛ ｝で表されるものを簡易分類 〔 〕は中分，

類，最右欄（ ）のものを細分類と呼ぶ。

図１０－５ 土の分類基準と分類名

① 道路土工での土の分類

， （ ） ，道路土工では 表１０－１１の簡易分類 現場の施工性に重点をおいた土の名称 が多く用いられており

必要に応じてさらに細かい分類である図１０－５の細分類，あるいは大分類（太字）を用いる場合もある。

また，礫および砂については，粒径に応じて表１０－１２のように表現してもよい。
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表１０－１１ 施工のための土の分類

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.295

表１０－１２ 礫および砂の粒径による表現

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.299

② 道路土工での岩の分類

岩の分類は，現在のところ確立した統一分類はなく，各機関によってそれぞれ決められた分類法が用いら

れている。道路土工では，一般に掘削の難易を目安として，表１０－１３，表１０－１４（建設省制定）に

。 ， ， ， ，より分類を行う 掘削の難易を目安とした岩の分類ではリッパビリティ 火薬使用量等により 土砂 軟岩

硬岩などに分類するが，岩の分類は工事費や工期に影響（掘削の施工性は，岩石の硬軟と節理等の割目の状

態に最も左右されるため）を与えるので慎重に行わなければならない。

岩石の硬軟，岩盤中の割目の状態などを調べるためには，一般に次のような方法が用いられる。

ｉ）現地踏査

）ボーリング調査ii

）弾性波探査iii
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表１０－１３ 掘削の難易による岩の分類

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.295

表１０－１４ 岩の分類表（建設省）

（ 道路土工－土質調査指針 ）S61.11 P.296


